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五
、
お
わ
り
に一

、
は
じ
め
に

　

中
国
法
に
お
い
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
は
主
に
刑
法
（
二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
公
布
、
二
〇
二
一
年
三
月
一
日
施
行
）
一

八
〇
条
お
よ
び
証
券
法
（
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
八
日
公
布
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
日
施
行
）
五
〇
条
～
五
四
条
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
規
制
対
象
者
は
「
内
部
情
報
を
知
る
者
」（
以
下
、「
内
部
情
報
知
情
者
」
と
い
う
）
お
よ
び
「
不

法
に
内
部
情
報
を
取
得
し
た
者
」（
以
下
、「
内
部
情
報
不
法
取
得
者
」
と
い
う
）
に
分
類
さ
れ
、
情
報
公
開
前
に
当
該
会
社
の
証
券
を
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売
買
す
る
こ
と
、
当
該
情
報
を
漏
洩
す
る
こ
と
、
ま
た
は
他
人
に
当
該
証
券
の
売
買
を
推
奨
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

　

内
部
情
報
知
情
者
の
具
体
的
範
囲
は
証
券
法
五
一
条
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
発
行
会
社
の
役
員
、
大
株
主
、
支
配
会
社
の
関
係
者
、

業
務
上
情
報
に
接
す
る
者
、
買
収
者
、
証
券
業
関
係
者
、
監
督
機
関
職
員
な
ど
、
広
範
な
主
体
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
内
部
情
報
不
法
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
刑
法
お
よ
び
証
券
法
に
明
文
の
定
義
は
存
在
し
な
い
が
、
最
高
人
民
法
院
お
よ
び

最
高
人
民
検
察
院
が
共
同
で
公
布
し
た
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、
内
部
情
報
の
漏
洩
の
刑
事
事
件
に
お
け
る
法
適
用
上
の
若
干
の
問

題
に
関
す
る
解
釈
」（

（
（

（
二
〇
一
二
年
三
月
二
九
日
公
布
、
同
年
六
月
一
日
施
行
。
以
下
、「
司
法
解
釈
」
と
い
う
）
二
条（

（
（

に
よ
り
、
以
下
の

三
類
型
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

①
盗
取
、
詐
取
、
盗
聴
等
の
違
法
手
段
に
よ
り
内
部
情
報
を
取
得
し
た
者

　

②
内
部
情
報
知
情
者
の
近
親
者
ま
た
は
密
接
な
関
係
者
で
あ
り
、
内
部
情
報
の
敏
感
期
間（

（
（

中
に
関
連
取
引
を
行
っ
た
者

　

③
内
部
情
報
知
情
者
と
連
絡
・
接
触
し
た
者
で
あ
り
、
内
部
情
報
の
敏
感
期
間
中
に
関
連
取
引
を
行
っ
た
者

　

こ
の
う
ち
②
お
よ
び
③
は
、
い
わ
ゆ
る
「
情
報
受
領
者
」
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
る（

（
（

。
こ
れ
ら
二
類
型
に
つ
い
て
は
、
関
連
取
引

が
明
ら
か
に
異
常
で
あ
り
、
か
つ
正
当
な
理
由
ま
た
は
情
報
取
得
ル
ー
ト
が
存
在
し
な
い
場
合
に
限
り
、
内
部
情
報
不
法
取
得
者
と

し
て
認
定
さ
れ
る
。

　

統
計
資
料
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
二
年
に
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会
（
以
下
、「
証
監
会
」
と
い
う
）
が
処
理
し
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
に
関
す
る
行
政
処
分
事
案
は
、
合
計
九
九
名
の
関
係
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
行
っ
た
内

部
情
報
知
情
者
は
二
九
名
で
あ
り
、
内
部
情
報
知
情
者
と
の
連
絡
・
接
触
を
契
機
と
し
て
取
引
に
至
っ
た
者
は
六
〇
名
に
上
っ
た
。

こ
の
傾
向
は
、
情
報
受
領
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
、
現
在
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
主
要
な
態
様
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る（

（
（

。

　

規
制
の
厳
格
化
が
進
む（

（
（

一
方
で
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
認
定
基
準
に
は
依
然
と
し
て
曖
昧
な
部
分
が
多
く
、
法
的
安
定
性
お
よ
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び
予
測
可
能
性
の
観
点
か
ら
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
と
り
わ
け
、
情
報
受
領
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
認
定
に
つ
い
て
は
、

そ
の
困
難
性
が
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た（

（
（

。

　

情
報
受
領
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
認
定
に
お
い
て
、
証
監
会
は
、
情
報
伝
達
の
直
接
的
な
証
拠
が
存
在
し
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
内
部
情
報
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
者
と
取
引
を
行
っ
た
者
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
当
該
取
引
が
異
常

な
状
況
下
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
情
報
伝
達
が
あ
っ
た
と
推
定
す
る
手
法
（
以
下
、「
推
定
規
則
」
と
い
う
）
を
採
用
し
て
き
た（

（
（

。

こ
の
推
定
規
則
は
、
規
制
の
実
効
性
を
高
め
る
一
方
で
、
そ
の
法
的
根
拠
や
運
用
実
態
を
め
ぐ
っ
て
は
、
学
説
・
実
務
の
双
方
か
ら

正
当
性
に
対
す
る
疑
義
が
呈
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
す
る
証
監
会
の
行
政
処
分
が
司
法
審
査
に
よ
っ
て
初
め
て
取
消
さ
れ
た
事
例
（
以
下
、

「
本
件
」
と
い
う
）
を
素
材
と
し
て
、
中
国
に
お
け
る
情
報
受
領
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
認
定
基
準
を
考
察
す
る
。
以
下
で

は
、
ま
ず
、
推
定
規
則
に
関
す
る
最
高
人
民
法
院
の
見
解
を
示
し
た
上
で
、
本
件
の
事
実
関
係
と
処
分
・
訴
訟
の
経
緯
を
整
理
し
、

次
に
、
本
件
に
お
け
る
推
定
規
則
の
運
用
実
態
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
、
推
定
規
則
に
関
す
る
最
高
人
民
法
院
の
見
解

　

二
〇
一
一
年
七
月
一
三
日
、
最
高
人
民
法
院
は
「
証
券
行
政
処
分
案
件
の
証
拠
に
関
す
る
若
干
問
題
に
つ
い
て
の
座
談
会
紀
要
」

（
以
下
「
紀
要
」）
お
よ
び
そ
の
解
釈
を
公
布
し
た（

（1
（

。
紀
要
は
、
情
報
受
領
者（

（1
（

に
よ
る
違
法
行
為
の
立
証
に
際
し
、
主
と
し
て
証
券
取

引
活
動
と
内
部
情
報
と
の
一
致
度
に
基
づ
い
て
判
断
を
行
い
、
推
定
に
よ
る
認
定
手
法
を
採
用
し
て
い
る
。

　

紀
要
に
よ
れ
ば
、
証
券
監
督
管
理
機
関
が
提
出
し
た
証
拠
に
よ
っ
て
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
状
況
が
認
定
さ
れ
、
か
つ
被
処
分
者

が
合
理
的
な
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
は
そ
の
状
況
を
排
除
す
る
証
拠
を
提
出
で
き
な
い
場
合
に
は
、
人
民
法
院
は
争
わ
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れ
た
処
分
決
定
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
認
定
を
成
立
し
た
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
①
内
部
情
報
知
情
者
の
配
偶
者
、
父
母
、
子
女
お
よ
び
そ
の
他
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
の
証
券
取
引
活
動
が
、
当

該
内
部
情
報
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
場
合
、
②
内
部
情
報
の
公
表
前
に
、
内
部
情
報
知
情
者
ま
た
は
当
該
情
報
を
知
っ
て
い
る

者
と
連
絡
・
接
触
し
、
そ
の
証
券
取
引
活
動
が
当
該
内
部
情
報
と
高
度
に
一
致
し
て
い
る
場
合
、
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
推
定
に
よ
る
認
定
手
法
の
詳
細
に
つ
い
て
、
紀
要
の
解
釈
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
「
紀
要
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
主
体
の
違
い
、
す
な
わ
ち
取
引
主
体
が
内
部
情
報
を
知
っ
て
い
る
程
度
や
そ
の
知
り
得
た
経

路
の
違
い
に
応
じ
て
、
主
観
的
要
素
で
あ
る
『
知
悉
・
利
用
』
の
認
定
に
異
な
る
基
準
を
設
け
て
い
る
。
行
為
者
の
客
観
的
な
取
引

行
為
と
内
部
情
報
な
ど
の
客
観
的
証
拠
と
の
一
致
性
を
用
い
て
、
行
為
者
が
主
観
的
に
内
部
情
報
を
利
用
し
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

を
行
っ
た
と
い
う
故
意
の
存
在
を
裏
付
け
、
認
定
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
認
定
の
階
層
性
と
厳
密
性
が
際
立
っ
て
い
る
。
客
観

的
取
引
行
為
と
内
部
情
報
と
の
一
致
性
と
は
、
条
文
に
記
載
さ
れ
た
『
取
引
活
動
が
内
部
情
報
と
関
連
し
、
基
本
的
に
一
致
し
、
ま

た
は
高
度
に
一
致
し
て
い
る
』
こ
と
を
指
す
。
執
行
実
務
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
状
況
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
具
体
的
な
事

案
に
応
じ
て
、
取
引
活
動
が
内
部
情
報
と
関
連
し
、
基
本
的
に
一
致
し
、
ま
た
は
高
度
に
一
致
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
得
る
：

・
口
座
の
開
設
・
解
約
、
指
定
取
引
の
設
定
・
取
消
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
、
当
該
内
部
情
報
の
形
成
お
よ
び
公
表
の
時
期
と
基
本
的

に
一
致
し
て
い
る
場
合

・
取
引
口
座
の
資
金
の
出
入
り
や
資
金
変
動
な
ど
の
活
動
が
、
内
部
情
報
の
形
成
・
変
化
・
公
表
の
時
期
と
基
本
的
に
一
致
し
て

い
る
場
合

・
内
部
情
報
に
関
連
す
る
証
券
の
売
買
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
、
内
部
情
報
の
形
成
・
変
化
・
公
表
の
時
期
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い

る
場
合

・
証
券
の
売
買
行
為
が
通
常
の
取
引
習
慣
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
が
、
内
部
情
報
と
は
強
い
関
連
性
が
あ
る
場
合
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・
証
券
の
買
付
・
売
却
行
為
、
ま
た
は
証
券
の
集
中
保
有
行
為
が
、
当
該
証
券
会
社
の
公
開
情
報
に
示
さ
れ
る
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ

ル
ズ
と
は
明
ら
か
に
乖
離
し
て
い
る
が
、
内
部
情
報
と
は
一
致
し
て
い
る
場
合

・
取
引
口
座
の
資
金
の
出
入
り
が
、
内
部
情
報
の
知
情
者
と
関
連
性
ま
た
は
利
害
関
係
を
有
し
て
い
る
場
合

　

当
事
者
の
合
法
的
権
益
を
保
護
す
る
た
め
、『
合
理
的
な
説
明
』
条
項
を
設
け
、
合
理
的
な
説
明
が
可
能
な
被
処
分
者
を
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
の
認
定
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
よ
り
、
監
督
機
関
が
基
本
的
な
立
証
責
任
を
負
う
と
い
う
前
提
の
も
と
で
、
証
明

責
任
の
適
切
な
分
配
と
転
換
を
実
現
し
、
当
事
者
の
抗
弁
権
を
保
障
し
、
司
法
判
断
の
過
度
な
厳
格
化
を
防
止
す
る
こ
と
が
意
図
さ

れ
て
い
る
。
実
務
運
用
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る
抗
弁
条
項
は
、
海
外
の
成
熟
し
た
市
場
に
お
い
て
広

く
採
用
さ
れ
て
お
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
成
熟
し
た
資
本
市
場
を
有
す
る
国
・
地
域
の
制
度
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
新
た
な

市
場
取
引
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
創
設
に
制
度
的
余
地
を
残
し
、
当
事
者
が
合
法
的
な
証
券
取
引
活
動
を
行
う
際
の
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。」三

、
初
の
行
政
処
分
取
消
事
例

（
一
）
事
案
の
概
略

　

本
件
は
、
上
場
会
社
で
あ
る
広
東
威
華
股
份
有
限
公
司
（
以
下
、「
威
華
股
份
」
と
い
う
）
の
重
大
資
産
再
編
に
関
す
る
内
部
情
報

を
利
用
し
て
株
式
取
引
を
行
い
、
多
額
の
利
益
を
得
た
と
し
て
、
私
募
機
関
・
上
海
佳
亨
投
資
発
展
有
限
公
司
の
董
事
長
で
あ
る
蘇

某
が
証
監
会
か
ら
受
け
た
行
政
処
分
に
対
す
る
行
政
訴
訟
で
あ
る
。
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1
、
威
華
股
份
の
再
編
の
模
索

　

二
〇
〇
八
年
後
半
以
降
、
木
材
加
工
を
主
事
業
と
す
る
威
華
股
份
は
経
営
難
の
打
開
を
目
的
と
し
て
、
複
数
の
再
編
計
画
を
模
索

し
て
い
た
。
二
〇
一
三
年
一
月
末
、
同
社
へ
の
就
職
を
希
望
す
る
殷
衛
国
が
董
事
長
の
李
某
華
に
紹
介
さ
れ
た
。
二
月
二
三
日
、
李

某
華
は
、
殷
衛
国
を
通
じ
て
長
江
証
券
承
銷
保
薦
有
限
公
司
の
総
裁
王
某
平
と
面
会
し
、
銅
箔
・
銅
張
積
層
板
の
製
造
販
売
事
業

（
以
下
、「
Ｉ
Ｔ
産
業
」
と
い
う
）
の
注
入
構
想
に
つ
い
て
協
議
を
開
始
し
た
。
同
日
、
殷
衛
国
と
王
某
平
は
、
威
華
股
份
の
経
営
陣
と

当
該
構
想
に
つ
い
て
協
議
し
、
二
月
二
五
日
に
は
注
入
予
定
資
産
の
現
地
調
査
が
行
わ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
三
月
一
五
日
の
協
議
で
は
、
Ｉ
Ｔ
産
業
単
独
で
は
規
模
・
収
益
性
に
課
題
が
あ
る
と
の
認
識
が
共
有
さ
れ
、
代
替
案
と

し
て
川
上
産
業
で
あ
る
銅
鉱
産
業
の
注
入
構
想
が
浮
上
し
た
。
三
月
二
六
日
か
ら
二
七
日
に
か
け
て
銅
鉱
の
現
地
調
査
が
行
わ
れ
、

三
月
三
一
日
に
は
調
査
報
告
書
が
李
某
華
ら
に
提
出
さ
れ
た
。

　

四
月
一
六
日
、
威
華
股
份
は
、
同
社
の
支
配
株
主
お
よ
び
実
質
的
支
配
者
が
重
大
事
項
を
計
画
中
で
あ
る
こ
と
を
公
告
し
、
株
式

取
引
を
停
止
し
た
。
一
二
月
一
九
日
、
威
華
股
份
が
発
表
し
た
自
己
調
査
お
よ
び
取
引
再
開
に
関
す
る
公
告
で
は
、
取
引
停
止
の
理

由
が
資
産
注
入
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
同
時
期
に
は
別
の
再
編
計
画
も
進
行
し
て
い
た
。
三
月
末
、
広
東
新
価
値
投
資
有
限
公
司
に
務
め
る
羅
某
広
は
李
某
華

に
対
し
、
贛
州
稀
土
集
団
有
限
責
任
公
司
（
以
下
、「
贛
州
稀
土
」
と
い
う
）
の
裏
口
上
場
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
た
。
四
月
一
八

日
ま
た
は
一
九
日
頃
、
威
華
股
份
は
贛
州
稀
土
の
再
編
選
定
入
札
に
参
加
す
る
意
向
を
表
明
し
、
四
月
二
一
日
に
は
両
社
の
董
事
長

が
初
め
て
面
会
し
た
。
そ
の
後
、
一
〇
月
三
〇
日
に
は
贛
州
稀
土
と
の
間
で
「
株
式
発
行
に
よ
る
資
産
購
入
契
約
」
な
ど
が
締
結
さ

れ
た
。

　

威
華
股
份
は
、
四
月
二
三
日
お
よ
び
五
月
三
日
に
重
大
事
項
に
関
す
る
取
引
停
止
継
続
の
公
告
を
発
表
し
、
五
月
九
日
に
は
重
大

資
産
再
編
計
画
に
関
す
る
取
引
停
止
公
告
を
発
表
し
た
。
一
一
月
四
日
、
威
華
股
份
は
贛
州
稀
土
の
資
産
の
買
収
に
関
す
る
重
大
資
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産
再
編
報
告
書
な
ど
の
関
連
文
書
を
正
式
に
開
示
し
、
同
日
に
取
引
を
再
開
し
た
。

2
、
蘇
某
に
よ
る
株
式
取
引
の
状
況

　

蘇
某
は
、
二
〇
一
三
年
三
月
一
一
日
か
ら
四
月
一
五
日
に
か
け
て
、「
浦
江
之
星
一
二
号
」「
馬
某
強
」「
朱
某
海
」
の
三
つ
の
口

座
を
用
い
て
、
威
華
股
份
の
株
式
を
継
続
的
に
売
買
し
て
い
た
。
各
口
座
の
取
引
状
況
と
利
益
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
浦
江
之
星
一
二
号
」
口
座
：
二
〇
一
三
年
三
月
一
一
日
か
ら
四
月
一
二
日
ま
で
に
合
計
五
七
三
万
九
四
一
〇
株
を
買
付
け
、
取

引
金
額
は
二
九
一
五
万
五
五
四
七
・
九
六
元
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
三
月
一
二
日
か
ら
四
月
九
日
ま
で
に
合
計
七
三
万
九

四
一
〇
株
を
売
却
し
、
取
引
金
額
は
三
八
四
万
五
五
七
〇
・
七
三
元
で
あ
っ
た
。
こ
の
口
座
に
よ
る
利
益
は
五
二
四
四
万
五
三
七

九
・
二
二
元
で
あ
っ
た
。

　
「
馬
某
強
」
口
座
：
二
〇
一
三
年
三
月
二
二
日
か
ら
四
月
九
日
ま
で
に
合
計
一
四
一
万
四
七
〇
〇
株
を
買
付
け
、
取
引
金
額
は
七

五
〇
万
七
九
九
四
元
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
四
月
一
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
に
合
計
五
三
万
四
七
〇
〇
株
を
売
却
し
、
取

引
金
額
は
二
四
七
万
〇
七
六
五
・
九
四
元
で
あ
っ
た
。
こ
の
口
座
に
よ
る
利
益
は
八
一
七
万
八
一
一
九
・
九
三
元
で
あ
っ
た
。

　
「
朱
某
海
」
口
座
：
二
〇
一
三
年
三
月
二
五
日
か
ら
四
月
八
日
ま
で
に
合
計
六
四
万
一
七
〇
〇
株
を
買
付
け
、
取
引
金
額
は
三
四

〇
万
五
四
二
七
・
一
八
元
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
四
月
一
〇
日
か
ら
一
二
日
ま
で
に
合
計
一
四
万
一
七
〇
〇
株
を
売
却
し
、

取
引
金
額
は
六
四
万
八
一
五
六
・
八
三
元
で
あ
っ
た
。
こ
の
口
座
に
よ
る
利
益
は
四
七
五
万
二
七
三
三
・
五
〇
元
で
あ
っ
た
。

3
、
当
事
者
間
の
連
絡
・
接
触
状
況

　

蘇
某
と
殷
衛
国
の
携
帯
電
話
番
号
間
で
は
、
二
〇
一
三
年
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
四
五
回
の
通
話
と
七
一
回
の
Ｓ
Ｍ
Ｓ
連
絡

が
確
認
さ
れ
た
。
蘇
某
は
殷
衛
国
と
の
接
触
を
認
め
た
も
の
の
、
具
体
的
な
業
務
に
関
す
る
話
は
し
て
お
ら
ず
、
飲
食
や
娯
楽
を
共
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に
し
た
だ
け
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

4
、
証
監
会
に
よ
る
処
分
決
定

　

二
〇
一
六
年
四
月
二
六
日
、
証
監
会
は
、〔
二
〇
一
六
〕
五
六
号
行
政
処
分
決
定
書
（
以
下
、「
本
件
処
分
決
定
」
と
い
う
）
を
発
出

し
、
蘇
某
の
違
法
所
得
六
五
三
七
万
六
二
三
二
・
六
四
元
の
没
収
お
よ
び
同
額
の
罰
金
を
科
す
処
分
を
決
定
し
た
。

　

証
監
会
は
、
威
華
股
份
の
再
編
計
画
（
Ｉ
Ｔ
資
産
の
注
入
、
銅
鉱
買
収
、
裏
口
上
場
の
い
ず
れ
も
）
が
証
券
法
六
七
条
二
項
二
号
（
二

〇
一
九
年
改
正
証
券
法
八
〇
条
二
項
二
号
）
に
規
定
さ
れ
る
「
会
社
の
重
大
な
投
資
行
為
お
よ
び
重
大
な
財
産
取
得
の
決
定
」
に
該
当

す
る
と
認
定
し
た
。
二
〇
一
三
年
二
月
二
三
日
時
点
で
当
該
情
報
は
重
要
性
を
有
し
、
内
部
情
報
に
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。

　

蘇
某
は
、
内
部
情
報
の
公
開
前
に
、
当
該
情
報
を
知
る
者
で
あ
る
殷
衛
国
と
連
絡
・
接
触
し
て
お
り
、
関
連
す
る
株
式
取
引
は
明

ら
か
に
異
常
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
蘇
某
は
当
該
取
引
が
内
部
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
す
る
、
十
分
か
つ
説
得
力
の

あ
る
理
由
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
証
券
法
七
三
条
お
よ
び
七
六
条
一
項
（
二
〇
一
九
年
改
正
証
券
法
五
〇
条
お

よ
び
五
三
条
一
項
）
に
違
反
し
、
同
法
二
〇
二
条
（
二
〇
一
九
年
改
正
証
券
法
一
九
一
条
）
に
規
定
さ
れ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
行
為

に
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。

　

な
お
、
本
件
に
お
い
て
、
証
監
会
は
殷
衛
国
の
所
在
を
特
定
で
き
ず
、
聴
取
を
実
施
し
て
い
な
い
。
証
監
会
は
、
殷
衛
国
を
直
接

調
査
す
る
必
要
性
を
認
識
し
、
彼
を
見
つ
け
て
調
査
を
行
う
た
め
、
電
話
で
の
連
絡
や
、
勤
務
し
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
場
所
へ
の

調
査
な
ど
、
一
定
の
行
動
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
証
監
会
が
殷
衛
国
の
住
所
、
常
居
所
、
戸
籍
所
在
地
な
ど
に
つ
い
て
必
要
な
調
査

を
行
っ
た
形
跡
は
な
い
。
ま
た
、
証
監
会
が
殷
衛
国
に
電
話
連
絡
し
た
際
、『
一
三
九
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
』
と
い
う
電
話
番
号
が

漏
れ
て
い
た
。
こ
の
番
号
は
、
蘇
某
が
尋
問
時
に
強
調
し
、
証
監
会
の
調
査
官
が
重
点
的
に
尋
問
し
た
殷
衛
国
の
連
絡
先
で
あ
り
、

さ
ら
に
証
監
会
が
蘇
某
と
殷
衛
国
と
の
間
で
数
十
回
に
わ
た
る
通
話
お
よ
び
Ｓ
Ｍ
Ｓ
連
絡
が
あ
っ
た
と
認
定
し
た
携
帯
電
話
番
号
で
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あ
っ
た
。

5
、
訴
訟
の
経
緯

　

蘇
某
は
証
監
会
の
処
分
決
定
に
不
服
を
申
し
立
て
、
行
政
復
議
を
申
請
し
た
が
、
証
監
会
は
原
処
分
を
維
持
す
る
決
定
（
以
下
、

「
本
件
復
議
決
定
」
と
い
う
）
を
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
蘇
某
は
北
京
市
第
一
中
級
人
民
法
院
に
訴
え
を
提
起
し
、
処
分
決
定
の
取

消
し
を
求
め
た
。

　

第
一
審
裁
判
所
は
、
証
監
会
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
認
定
に
は
事
実
的
根
拠
が
あ
り
、
法
的
権
限
も
適
正
に
行
使
さ
れ
て
い
る
と

判
断
し
、
蘇
某
の
訴
え
を
棄
却
す
る
判
決（

（1
（

を
下
し
た
。

　

蘇
某
は
第
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
北
京
市
高
級
人
民
法
院
に
上
訴
し
、
第
一
審
判
決
と
証
監
会
に
よ
る
処
分
決
定
の
取
消
し
を

求
め
た
。

　

第
二
審
裁
判
所
は
、
証
監
会
が
殷
衛
国
を
内
部
情
報
知
情
者
と
認
定
す
る
際
に
、
全
面
的
、
客
観
的
、
公
正
な
法
定
調
査
義
務
を

尽
く
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
認
定
は
事
実
が
不
明
確
で
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
、
第
一
審
判
決
と
証
監
会
に
よ
る

処
分
決
定
を
取
り
消
す
判
決（

（1
（

（
以
下
、「
本
判
決
」
と
い
う
）
を
下
し
た
。

（
二
）
推
定
規
則
の
適
用
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断

　

本
件
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
す
る
行
政
処
分
が
司
法
審
査
に
よ
っ
て
初
め
て
取
り
消
さ
れ
た
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る（

（1
（

。

本
判
決
で
は
、
内
部
情
報
の
認
定
、
内
部
情
報
知
情
者
の
認
定
、
推
定
規
則
の
適
用
、
行
政
処
分
の
手
続
的
公
正
性
、
違
法
所
得
の

算
定
基
準
と
い
っ
た
複
数
の
核
心
的
論
点
に
つ
い
て
、
詳
細
な
検
討
と
判
断
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
推
定
規
則
の
適
用
に
関
す

る
裁
判
所
の
判
断
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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「
双
方
当
事
者
の
こ
の
争
点
は
、
主
に
推
定
の
適
用
条
件
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
推
定
の
基
礎
事
実
が
明
確
で

あ
る
か
、
お
よ
び
基
礎
事
実
が
相
応
の
証
明
基
準
に
達
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
分
け
ら
れ
る
。
推
定
の
適
用
余
地
お
よ
び
本
件

に
お
け
る
推
定
の
基
礎
事
実
が
明
確
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
判
決
が
述
べ
た
よ
う
に
、
隠
蔽
性
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
り
、
行
政
執
行
機
関
が
違
法
事
実
を
認
定
す
る
た
め
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
直
接
証
拠
を
必
ず
把
握
す
る

こ
と
を
要
求
す
れ
ば
、
行
政
執
行
機
関
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
行
為
に
対
し
て
効
果
的
な
行
政
監
督
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
行
政
処
分
案
件
に
お
い
て
、
既
存
の
証
拠
に
基
づ
き
、
取
引
行
為
が
内

部
情
報
の
入
手
に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
た
と
十
分
に
推
定
で
き
る
場
合
、
当
事
者
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
行
為
が
存
在
す
る
と
認
定

で
き
、
当
事
者
が
合
理
的
な
説
明
を
行
う
か
、
ま
た
は
内
部
情
報
を
利
用
し
て
関
連
証
券
取
引
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を
排
除
す
る
証

拠
を
提
供
で
き
な
い
限
り
、
そ
の
認
定
は
有
効
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
、
最
高
人
民
法
院
の
『
証
券
行
政
処
分
案
件
の
証
拠
に
関
す

る
若
干
問
題
に
つ
い
て
の
座
談
会
紀
要
』
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、
同
紀
要
の
第
一
部
『
証
券
行
政
処
分
案
件
の
挙
証
問
題
に
つ
い

て
』
で
は
、
裁
判
所
が
証
券
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
行
政
処
分
案
件
を
審
理
す
る
際
、
当
該
種
の
案
件
の
違
法
行
為
の
特
殊
性
を
考
慮

し
、
監
督
管
理
機
関
が
主
要
な
違
法
事
実
の
証
明
責
任
を
負
い
、
推
定
の
方
法
を
通
じ
て
原
告
に
特
定
の
事
実
の
証
明
責
任
の
一
部

を
適
切
に
転
換
す
べ
き
で
あ
る
と
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
証
拠
法
上
、
推
定
は
厳
密
な
論
理
的
推
論
と
日
常
生
活
経
験
に
基
づ
い
て
、

既
知
の
事
実
か
ら
未
知
の
事
実
の
存
在
を
推
断
す
る
証
明
規
則
で
あ
る
。
こ
の
規
則
に
基
づ
き
、
行
政
機
関
が
あ
る
事
実
を
確
認
す

れ
ば
、
直
接
に
別
の
事
実
を
認
定
で
き
、
推
定
を
主
張
す
る
行
政
機
関
は
推
定
の
基
礎
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
挙
証
責
任
を
負
い
、

推
定
に
反
論
す
る
処
分
対
象
者
は
基
礎
事
実
お
よ
び
推
定
事
実
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
挙
証
責
任
を
負
う
。
本
件
に
お
い
て
、

証
監
会
は
蘇
某
が
内
部
情
報
敏
感
期
間
中
に
内
部
情
報
知
情
者
で
あ
る
殷
衛
国
と
複
数
回
連
絡
を
取
り
、
蘇
某
の
威
華
股
份
株
式
取

引
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
資
産
注
入
事
項
の
進
捗
状
況
と
高
度
に
合
致
し
て
お
り
、
か
つ
こ
の
取
引
行
為
に
つ
い
て
十
分
か
つ
説
得
力
の

あ
る
説
明
を
提
供
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
構
成
す
る
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
、
蘇
某
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が
内
部
情
報
敏
感
期
間
中
に
内
部
情
報
知
情
者
で
あ
る
殷
衛
国
と
複
数
回
連
絡
接
触
し
、
か
つ
蘇
某
の
証
券
取
引
活
動
が
内
部
情
報

の
進
捗
状
況
と
高
度
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
基
礎
事
実
で
あ
り
、
蘇
某
の
証
券
取
引
活
動
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
構
成
す
る
こ

と
が
推
定
事
実
で
あ
る
。
証
監
会
は
基
礎
事
実
に
つ
い
て
挙
証
責
任
を
負
い
、
蘇
某
は
基
礎
事
実
お
よ
び
推
定
事
実
を
覆
す
こ
と
に

つ
い
て
挙
証
責
任
を
負
う
。
前
者
が
後
者
の
前
提
お
よ
び
基
礎
で
あ
り
、
証
監
会
が
認
定
し
た
基
礎
事
実
が
成
立
し
て
初
め
て
、
蘇

某
が
そ
の
後
の
挙
証
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
基
礎
事
実
に
お
い
て
、
殷
衛
国
が
内
部
情
報
知
情
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
そ
の

重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
…
…
証
監
会
に
よ
る
こ
の
事
実
の
認
定
は
事
実
が
不
明
確
で
あ
り
、
そ
の
た
め
推
定
の
基
礎
事
実
が

不
明
確
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
証
監
会
に
よ
る
蘇
某
の
証
券
取
引
活
動
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
構
成
す
る
と
い
う
推
定
も
成
立
し

な
い
。

　

推
定
の
根
拠
と
な
る
基
礎
事
実
が
適
切
な
証
明
基
準
に
達
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
当
裁
判
所
は
、
証
監
会
が
蘇
某
の
行
為

が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
構
成
す
る
と
推
定
し
た
基
礎
事
実
に
事
実
不
明
確
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
既
に
認
定
し
て
い
る
が
、
本
件

に
お
い
て
双
方
当
事
者
が
基
礎
事
実
が
達
成
す
べ
き
証
明
基
準
を
巡
っ
て
争
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
依
然
と
し
て
回
答
す
る
必

要
が
あ
る
。
証
明
基
準
と
は
、
法
律
上
、
待
証
事
実
を
証
拠
に
よ
っ
て
証
明
す
る
際
に
到
達
す
べ
き
程
度
の
要
求
で
あ
る
。
そ
の
重

要
な
価
値
の
一
つ
は
、
挙
証
責
任
を
負
う
一
方
の
当
事
者
が
挙
証
責
任
を
実
際
に
果
た
し
た
か
ど
う
か
を
測
る
判
断
基
準
を
提
供
す

る
こ
と
で
あ
り
、
主
張
さ
れ
た
事
実
の
証
明
が
法
定
の
証
明
基
準
に
達
し
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
訴
訟
主
張
は
成
立
し
な
い
。
行
政

訴
訟
の
対
象
と
範
囲
は
多
様
か
つ
広
範
で
あ
り
、
異
な
る
タ
イ
プ
の
行
政
行
為
の
性
質
お
よ
び
当
事
者
の
権
利
義
務
に
与
え
る
影
響

の
程
度
が
異
な
る
た
め
、
理
論
的
に
は
一
般
的
に
、
行
政
訴
訟
の
証
明
基
準
は
柔
軟
性
、
中
間
性
、
階
層
性
を
有
し
、
具
体
的
な
案

件
の
状
況
に
応
じ
て
、
合
理
的
な
疑
義
を
排
除
す
る
上
限
基
準
と
合
理
的
な
可
能
性
の
下
限
基
準
の
間
で
、
個
別
の
案
件
に
適
用
さ

れ
る
証
明
基
準
を
合
理
的
に
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
行
政
処
分
の
分
野
で
は
、

証
券
監
督
管
理
機
関
は
被
訴
処
分
決
定
の
合
法
性
に
つ
い
て
法
に
基
づ
き
挙
証
責
任
を
負
う
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
案
件
の
調
査
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に
お
け
る
特
殊
性
を
考
慮
し
、
証
券
監
督
管
理
機
関
が
推
定
を
適
用
し
て
事
実
を
認
定
す
る
一
定
の
余
地
と
可
能
性
を
与
え
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
行
政
処
分
が
し
ば
し
ば
当
事
者
の
合
法
的
な
権
益
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
を
考
慮
し
、
推
定
の
適
用
基
準
に
お
い
て
は
慎
重
な
原
則
を
堅
持
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
推
定
の
根
拠
と
な
る
基
礎
事
実
の
証
明

基
準
は
、
よ
り
高
い
要
求
を
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
た
め
、
最
高
人
民
法
院
の
『
証
券
行
政
処
分
案
件
の
証
拠
に
関
す
る

若
干
問
題
に
つ
い
て
の
座
談
会
紀
要
』
の
第
五
部
『
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
行
為
の
認
定
問
題
に
つ
い
て
』
で
は
、
当
事
者
が
内
部
情

報
公
開
前
に
内
部
情
報
知
情
者
と
連
絡
・
接
触
し
、
そ
の
証
券
取
引
活
動
が
内
部
情
報
と
高
度
に
合
致
し
て
お
り
、
か
つ
被
処
分
者

が
合
理
的
な
説
明
ま
た
は
関
連
証
券
取
引
活
動
が
内
部
情
報
を
利
用
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
排
除
す
る
証
拠
を
提
供
で
き
な
い

場
合
、
裁
判
所
は
被
訴
処
分
決
定
が
認
定
し
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
行
為
が
成
立
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
と
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
『
高
度
に
合
致
し
て
い
る
』
と
い
う
基
準
は
、
証
券
監
督
管
理
機
関
が
推
定
の
根
拠
と
な
る
基
礎
事
実
に
対
し
て
達
成

す
べ
き
証
明
程
度
の
要
求
で
あ
り
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
行
為
の
性
質
お
よ
び
処
分
対
象
者
の
権
利
義
務
へ
の
影
響
の
程
度
と
も
整

合
し
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
、
被
訴
処
分
決
定
は
、
蘇
某
と
殷
衛
国
が
連
絡
・
接
触
し
て
お
り
、
威
華
股
份
株
式
の
取
引
時
点
が

内
部
情
報
の
進
捗
状
況
と
高
度
に
合
致
し
て
お
り
、
か
つ
蘇
某
が
十
分
か
つ
説
得
力
の
あ
る
説
明
を
提
供
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
蘇

某
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
構
成
す
る
と
推
定
し
た
。
一
方
、
被
訴
復
議
決
定
は
、
蘇
某
の
威
華
股
份
株
式
買
付
の
取
引
時
点
が
内

部
情
報
の
形
成
過
程
と
比
較
的
合
致
し
て
お
り
、
か
つ
蘇
某
が
内
部
情
報
公
開
前
に
威
華
股
份
株
式
を
買
付
し
た
理
由
を
合
理
的
に

説
明
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
本
件
処
分
決
定
を
維
持
し
た
。
明
ら
か
に
、
本
件
処
分
決
定
と
本
件
復
議
決
定
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
を
構
成
す
る
と
推
定
さ
れ
る
基
礎
事
実
の
証
明
程
度
に
お
い
て
異
な
る
基
準
を
適
用
し
て
お
り
、
前
者
は
『
高
度
に
合
致
し
て
い

る
』
基
準
を
適
用
し
、
後
者
は
『
比
較
的
合
致
し
て
い
る
』
基
準
を
適
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
件
処
分
決
定
と
本
件
復
議
決
定

と
の
不
一
致
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
最
高
人
民
法
院
の
『
中
華
人
民
共
和
国
行
政
訴
訟
法
の
適
用
に
関
す

る
解
釈
』
一
三
五
条
で
は
、
復
議
機
関
が
原
行
政
行
為
を
維
持
す
る
決
定
を
下
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
原
行
政
行
為
の
合
法
性
を
審
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査
す
る
と
同
時
に
、
復
議
決
定
の
合
法
性
も
併
せ
て
審
査
す
べ
き
で
あ
り
、
原
行
政
行
為
を
行
っ
た
行
政
機
関
と
復
議
機
関
は
原
行

政
行
為
の
合
法
性
に
つ
い
て
共
同
で
挙
証
責
任
を
負
い
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
機
関
が
挙
証
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
復
議
機
関
は

復
議
決
定
の
合
法
性
に
つ
い
て
挙
証
責
任
を
負
う
。
復
議
機
関
が
共
同
被
告
と
な
る
案
件
で
は
、
復
議
機
関
が
復
議
手
続
に
お
い
て

法
に
基
づ
き
収
集
し
補
足
し
た
証
拠
は
、
裁
判
所
が
復
議
決
定
お
よ
び
原
行
政
行
為
の
合
法
性
を
認
定
す
る
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
現
行
の
行
政
訴
訟
制
度
は
、
過
去
の
原
行
政
行
為
と
復
議
維
持
決
定
を
二
つ
の
完
全
に
独
立
し
た
行
政
行

為
と
し
て
扱
う
方
式
を
変
更
し
、
復
議
維
持
決
定
と
原
行
政
行
為
を
一
体
と
し
て
認
識
し
把
握
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
復
議
機
関

は
原
行
政
行
為
の
事
実
と
法
的
状
態
を
修
正
・
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
、
修
正
ま
た
は
補
足
さ
れ
た
後
、
原
行
政
行
為
は
も
は
や
当

初
の
状
態
で
は
な
く
、
復
議
決
定
に
よ
っ
て
修
正
・
補
足
さ
れ
た
形
で
現
れ
る
原
行
政
行
為
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い

て
、
本
件
処
分
決
定
中
の
『
高
度
に
合
致
し
て
い
る
』
は
、
本
件
復
議
決
定
中
の
『
比
較
的
合
致
し
て
い
る
』
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
修
正
は
、
現
存
す
る
証
拠
が
示
す
内
部
情
報
の
形
成
・
発
展
と
関
連
取
引
活
動
の
事
実
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
。

こ
れ
に
基
づ
き
、
本
件
処
分
決
定
が
蘇
某
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
存
在
す
る
と
推
定
す
る
基
礎
事
実
は
、『
高
度
に
合
致
し
て
い

る
』
と
い
う
証
明
基
準
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
認
定
で
き
る
。

　

上
記
の
分
析
を
総
合
す
る
と
、
本
件
処
分
決
定
は
、
蘇
某
の
行
為
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
構
成
す
る
と
認
定
し
た
事
実
が
不
明

確
で
あ
り
、
本
件
復
議
決
定
が
本
件
処
分
決
定
を
維
持
し
た
こ
と
は
、
誤
り
で
あ
り
、
当
裁
判
所
は
併
せ
て
こ
れ
を
是
正
す
べ
き
で

あ
る
。」
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四　

本
件
か
ら
見
た
推
定
規
則
の
問
題
点

（
一
）
法
的
根
拠
の
欠
如

　

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
成
立
を
認
定
す
る
た
め
に
は
、
取
引
主
体
が
内
部
情
報
を
知
悉
・
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要

が
あ
る（

（1
（

。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
直
接
的
な
証
明
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
多
い（

（1
（

。
特
に
、
内
部
情
報
知
情
者
が
行
為
者
に
情
報
を
伝

達
し
た
場
合
、
両
者
が
敏
感
期
間
中
に
連
絡
・
接
触
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
証
監
会
が
把
握
す
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
く
、
行
為
者
が
内
部
情
報
を
知
悉
・
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
直
接
証
拠
を
欠
く
ケ
ー
ス
が
多
い（

（1
（

。

　

本
件
に
お
い
て
、
蘇
某
は
内
部
情
報
知
情
者
で
は
な
く
、
他
者
か
ら
不
法
に
内
部
情
報
を
取
得
し
た
者
と
さ
れ
て
お
り
、
自
身
が

当
該
情
報
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
証
監
会
は
直
接
的
な
証
拠
を
欠
い
て
お
り
、
推
定
に
よ
る
証
明
が

最
も
現
実
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る（

（1
（

。
推
定
に
よ
る
証
明
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
推
定
結
果
の
正
確
性
お
よ
び
公
正
性
を
担
保
す

る
た
め
、
各
種
の
間
接
証
拠
を
適
切
に
活
用
し
、
証
拠
間
の
連
関
を
体
系
的
に
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る（

（1
（

。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
紀
要
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
主
体
が
情
報
に
接
近
す
る
距
離
、
取
得
の
難
易
度
、
経
路
の
違
い
な
ど
に
応

じ
て
、
主
観
的
要
件
で
あ
る
「
知
悉
・
利
用
」
の
認
定
に
段
階
的
な
推
定
規
定
を
設
け
て
い
る
。
実
務
上
、
紀
要
の
ル
ー
ル
が
行

政
・
司
法
の
基
本
的
な
慣
行
と
し
て
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
本
判
決
に
お
い
て
も
こ
の
「
推
定
」
の
考
え
方
に
異
議
を
唱
え
る
こ

と
な
く
、
む
し
ろ
明
確
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
紀
要
は
裁
判
所
の
実
務
に
お
け
る
指
導
的
意
見
文
書
に
す
ぎ
ず
、
厳
密

に
は
普
遍
的
な
適
用
性
や
法
的
強
制
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
直
接
的
な
法
執
行
や
司
法
判
断
の
根
拠
と
は
な
り
得
な
い（

（2
（

。

　

一
方
、
中
国
に
お
け
る
司
法
解
釈
は
、
法
律
や
行
政
法
規
な
ど
狭
義
の
法
令
と
同
一
の
法
的
拘
束
力
を
有
し
、
裁
判
所
が
判
決
や

決
定
に
法
的
根
拠
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
法
源
・
法
規
範
の
一
つ
で
あ
る（

（2
（

。
こ
れ
は
、
最
高
人
民
法
院
お
よ

び
最
高
人
民
検
察
院
が
、
裁
判
お
よ
び
検
察
実
務
に
お
い
て
特
定
の
法
律
を
具
体
的
に
適
用
す
る
際
に
生
じ
る
問
題
に
つ
い
て
、
統
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一
的
な
解
釈
を
示
す
た
め
に
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
司
法
解
釈
は
、
立
法
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
律
の
枠
内
で
制
定

さ
れ
、
法
律
に
矛
盾
し
な
い
範
囲
で
そ
の
細
則
や
補
充
、
例
示
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
法
律
の
実
効
性
を
高
め
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
の
規
定
が
制
限
列
挙
で
あ
る
場
合
や
、
拡
張
ま
た
は
縮
小
の
解
釈
を
許
さ
な
い
と
き
は
、
こ
れ
と
矛
盾
す

る
司
法
解
釈
の
法
源
性
ま
た
は
法
規
範
性
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（2
（

。

　

立
法
法
一
一
条
は
、
国
民
の
犯
罪
お
よ
び
刑
罰
に
関
す
る
事
項
は
、
必
ず
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め

て
い
る
。
内
部
情
報
不
法
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
証
券
法
に
明
確
な
定
義
が
存
在
し
な
い
が
、
司
法
解
釈
は
証
監
会
の
実
務
慣
行
を

踏
ま
え
、
不
法
に
内
部
情
報
を
取
得
す
る
三
つ
の
類
型
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
実
質
的
に
証
券
法
の
規
定
範
囲
を
超
え
て
お

り
、
刑
事
責
任
の
根
拠
と
し
て
用
い
る
に
は
、
立
法
法
一
一
条
に
照
ら
し
て
も
、
法
律
上
の
明
文
規
定
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
三
類
型
に
関
す
る
司
法
解
釈
は
、
合
法
的
な
解
釈
権
限
の
根
拠
を
欠
い
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る（

（2
（

。

（
二
）
推
定
の
適
用
対
象
範
囲
が
実
質
的
に
誰
に
で
も
及
ぶ

　

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
立
法
根
拠
は
、
理
論
上
、
信
義
義
務
説
と
情
報
平
等
説
の
二
つ
の
見
解
に
大
別
さ
れ
る（

（2
（

。
信
義
義
務
説
を

採
用
す
る
場
合
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
主
体
は
信
義
義
務
を
負
う
者
に
限
定
さ
れ
、
責
任
認
定
に
は
主
観
的
条
件
が
要
求
さ
れ
る
。

他
方
、
情
報
平
等
説
を
採
用
す
る
場
合
、
取
引
主
体
は
特
定
の
身
分
を
有
す
る
必
要
は
な
く
、
主
観
的
状
態
は
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と

が
多
い（

（2
（

。

　

中
国
法
に
お
い
て
は
、
証
券
法
五
一
条
が
証
券
取
引
に
お
け
る
内
部
情
報
知
情
者
を
列
挙
し
て
お
り
、
主
に
特
定
の
身
分
、
職
務

関
係
、
会
社
と
の
業
務
上
の
取
引
な
ど
を
通
じ
て
合
法
的
に
内
部
情
報
を
知
り
得
た
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同

条
は
合
法
的
に
内
部
情
報
を
知
り
得
た
す
べ
て
の
者
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
証
券
法
は
、
内
部
情
報
を

知
悉
し
た
す
べ
て
の
者
が
そ
の
情
報
を
利
用
し
て
取
引
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
立
場
で
は
な
く
、
特
定
の
主
体
の
み
が
そ
の
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義
務
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
信
義
義
務
説
に
近
い
立
場
を
採
用
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る（

（2
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
証
監
会
に
よ
る
行
政
処
分
事
例
を
参
照
す
る
と
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
認
定
に
お
い
て
は
、「
身
分
」
で
は
な
く

「
知
悉
」
の
有
無
が
核
心
的
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る（

（2
（

。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
証
券
法
五
一
条
に
規
定
さ

れ
る
内
部
情
報
知
情
者
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
部
情
報
の
知
悉
を
証
明
す
る
証
拠
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
。
行
為
者
が

法
定
の
内
部
情
報
知
情
者
で
あ
っ
て
も
、
知
悉
の
事
実
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
は
認
定
さ
れ
な
い
。
他
方
、

法
定
身
分
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
知
悉
の
事
実
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
違
法
取
引
と
さ
れ
得
る
。

　

情
報
受
領
者
に
関
し
て
は
、
多
く
の
行
政
処
分
に
お
い
て
主
観
的
状
態
に
関
す
る
明
確
な
論
述
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
主
に
「
密

接
な
関
係
」「
敏
感
期
間
中
の
連
絡
・
接
触
」「
取
引
の
異
常
性
」
と
い
っ
た
客
観
的
事
実
に
基
づ
い
て
、
内
部
情
報
の
知
悉
を
推
定

し
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
行
為
を
認
定
し
て
い
る（

（2
（

。
こ
の
認
定
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
現
行
法
が
規
定
す
る
規
制
範
囲
を
大
き
く
超
え

て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
法
執
行
対
象
が
、
特
定
の
身
分
を
有
す
る
者
か
ら
、
内
部
情
報
を
知
悉
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
取
引
を

行
っ
た
す
べ
て
の
者
に
ま
で
拡
張
さ
れ
得
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
法
執
行
の
傾
向
に
お
い
て
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
す
べ
て
の
市
場
参
加
者
が
挙
証
責
任
を
負
い
、
自
ら
内
部
情
報
を
知

悉
・
利
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
点
で
あ
る（

（2
（

。
こ
の
よ
う
な
責
任
設
定
は
、
内
部
情
報
知
悉
の
事
実
認
定
を
容
易
に
す
る
一
方
で
、
行
政
訴
訟
に
お
け
る
責
任
分
担

の
基
本
原
則
に
明
ら
か
に
反
し
て
い
る（

（3
（

。

（
三
）
推
定
の
基
礎
事
実
の
認
定
と
行
政
調
査
義
務
の
履
行
不
全

　

行
政
法
領
域
に
お
い
て
事
実
推
定
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
推
定
の
前
提
と
な
る
基
礎
事
実
が
明
確
か
つ
確
固
と
し
て
認
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（3
（

。
特
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る
行
政
処
分
に
お
い
て
は
、
証
監
会
が
基
礎
事
実
に
つ
い
て
挙
証
責
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任
を
負
い
、
行
為
者
は
そ
の
基
礎
事
実
お
よ
び
推
定
事
実
を
覆
す
た
め
の
反
証
責
任
を
負
う
構
造
と
な
っ
て
い
る（

（3
（

。
た
だ
し
、
行
為

者
の
反
証
責
任
は
、
証
監
会
に
よ
る
基
礎
事
実
の
立
証
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る（

（3
（

。

　

行
政
処
罰
法
五
四
条
は
、
行
政
機
関
に
対
し
「
全
面
的
か
つ
客
観
的
・
公
正
な
調
査
義
務
」
を
課
し
て
お
り
、
関
連
す
る
証
拠
の

収
集
と
事
実
認
定
に
お
い
て
高
度
な
慎
重
性
が
要
求
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
監
会
は
法
定
の
調
査
義
務
に
基
づ
き
、
推
定
の
基

礎
事
実
を
確
定
す
る
た
め
に
十
分
か
つ
合
理
的
な
証
拠
を
収
集
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
立
証
責
任
を
果
た
す
必
要
が
あ
る（

（3
（

。
同
条
は
、

裁
判
所
が
証
監
会
に
調
査
義
務
が
果
た
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
の
直
接
的
な
法
的
根
拠
を
提
供
し
て
い
る（

（3
（

。

　

本
件
に
お
い
て
、
証
監
会
が
行
政
処
分
を
行
う
に
あ
た
り
、
以
下
の
四
点
の
基
礎
事
実
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
負
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。

　

①　
内
部
情
報
の
存
在

　

②　
殷
衛
国
が
当
該
内
部
情
報
知
情
者
で
あ
る
こ
と

　

③　
蘇
某
と
殷
衛
国
が
内
部
情
報
の
敏
感
期
間
中
に
連
絡
・
接
触
し
て
い
た
こ
と

　

④　
蘇
某
に
よ
る
関
連
取
引
行
為
が
明
ら
か
に
異
常
で
あ
る
こ
と

　

こ
れ
ら
の
事
実
が
合
理
的
な
証
拠
に
基
づ
い
て
認
定
さ
れ
て
初
め
て
、
蘇
某
は
推
定
事
実
を
覆
す
た
め
の
反
証
を
行
う
義
務
を
負

う
こ
と
に
な
る（

（3
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
証
監
会
は
本
件
に
お
い
て
、
内
部
情
報
の
伝
達
者
と
さ
れ
る
殷
衛
国
に
対
す
る
聴
取
を
実
施
せ
ず
、
ま
た
当
該

事
実
の
認
定
に
必
要
な
調
査
手
段
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
②
の
基
礎
事
実
の
認
定
は
不
明
確
と
な
り
、
推
定
の
前
提

と
な
る
事
実
の
客
観
性
に
重
大
な
疑
義
が
生
じ
た
。
裁
判
所
は
こ
の
点
を
重
視
し
、
証
監
会
が
殷
衛
国
を
内
部
情
報
知
情
者
と
認
定

す
る
に
あ
た
り
、
行
政
機
関
と
し
て
の
全
面
的
・
客
観
的
・
公
正
な
調
査
義
務
を
履
行
し
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
。
結
果
と
し

て
、
当
該
認
定
は
事
実
不
明
確
か
つ
証
拠
不
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
、
蘇
某
に
よ
る
主
張
は
裁
判
所
に
よ
り
認
容
さ
れ
た
。
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こ
の
よ
う
な
調
査
義
務
の
履
行
不
全
は
、
本
件
に
特
有
の
事
象
で
は
な
く
、
実
務
上
繰
り
返
し
見
受
け
ら
れ
る
問
題
で
あ
る（

（3
（

。
本

件
判
決
は
、
従
来
の
行
政
処
分
が
必
ず
し
も
厳
密
な
証
拠
収
集
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
実
態
に
対
す
る
、
司
法
か
ら

の
警
鐘
で
あ
る（

（3
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
行
政
機
関
に
よ
る
推
定
の
適
用
に
お
い
て
は
、
基
礎
事
実
の
確
定
に
対
す
る
厳
格
な
証
明
基
準
の

適
用
と
、
調
査
義
務
の
実
質
的
履
行
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
四
）
推
定
の
基
礎
事
実
が
対
応
す
る
証
明
基
準
に
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
不
明
確

　

事
実
推
定
で
は
、
一
方
の
当
事
者
が
推
定
事
実
の
証
明
を
免
除
さ
れ
る
と
は
い
え
、
基
礎
事
実
は
依
然
と
し
て
証
明
す
る
必
要
が

あ
り
、
行
政
訴
訟
の
証
明
基
準
に
達
し
て
い
る
必
要
が
あ
る（

（3
（

。
紀
要
の
第
五
部
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
行
為
の
認
定
問
題
に
つ
い

て
」
で
は
、「
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
」
お
よ
び
「
高
度
に
一
致
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
証
明
基
準
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
基
準
は
、
証
券
監
督
管
理
機
関
が
推
定
の
基
礎
事
実
に
つ
い
て
達
成
す
べ
き
証
明
の
程
度
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
サ
イ
ダ

ー
取
引
行
為
の
性
質
お
よ
び
処
分
対
象
者
の
権
利
義
務
へ
の
影
響
の
程
度
と
も
整
合
し
て
い
る（

（4
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
実
務
に
お
い
て

は
、
証
監
会
の
法
執
行
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
基
準
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
少
な
く
な
い（

（4
（

。
本
件
に
お
い
て
も
、

処
分
決
定
と
復
議
決
定
の
間
で
証
明
基
準
の
適
用
に
差
異
が
見
ら
れ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
本
件
処
分
決
定
で
は
、
蘇
某
が
殷
衛
国
と
接
触
・
連
絡
し
て
い
た
こ
と
、
な
ら
び
に
威
華
股
份
株
式
の
取
引
タ
イ

ミ
ン
グ
が
内
部
情
報
の
進
展
状
況
と
「
高
度
に
一
致
」
し
て
い
た
こ
と
、
加
え
て
蘇
某
が
合
理
的
か
つ
説
得
力
の
あ
る
説
明
を
提
供

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
構
成
す
る
と
推
定
し
て
い
る
。
一
方
、
本
件
復
議
決
定
で
は
、
蘇
某
に
よ

る
株
式
購
入
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
内
部
情
報
の
形
成
過
程
と
「
比
較
的
一
致
」
し
て
い
た
こ
と
、
な
ら
び
に
蘇
某
が
内
部
情
報
公
開
前

に
株
式
を
購
入
し
た
理
由
を
合
理
的
に
説
明
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
、
処
分
決
定
を
維
持
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
件
処
分
決
定
と
復
議
決
定
は
、
推
定
の
基
礎
事
実
の
証
明
程
度
に
つ
い
て
異
な
る
基
準
を
適
用
し
て
お
り
、
前
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者
は
「
高
度
に
一
致
し
て
い
る
」
基
準
を
、
後
者
は
「
比
較
的
一
致
し
て
い
る
」
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
両
者
の
間
に
お
け
る
証

明
基
準
の
選
定
と
適
用
の
不
一
致
は
、
推
定
の
正
当
性
に
対
す
る
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
「
高
度
に
一
致
」
と

「
比
較
的
一
致
」
の
実
質
的
な
境
界
が
曖
昧
で
あ
る
点
は
、
法
的
安
定
性
お
よ
び
予
測
可
能
性
の
観
点
か
ら
看
過
で
き
な
い
問
題
で

あ
る（

（4
（

。

（
五
）
当
事
者
に
よ
る
推
定
へ
の
反
論
に
対
す
る
要
求
の
不
明
確
性

　

事
実
推
定
は
、
法
執
行
機
関
が
直
接
証
拠
を
欠
く
場
合
に
既
知
の
事
実
か
ら
未
知
の
事
実
を
導
く
手
法
で
あ
り
、
行
為
者
に
は
反

証
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る（

（4
（

。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
反
対
証
拠
が
求
め
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
ど
の
程
度
の
証
明
力
が
あ
れ
ば
推

定
を
覆
せ
る
の
か
に
つ
い
て
、
現
行
制
度
に
は
明
確
な
基
準
が
存
在
し
な
い
。

　

特
に
、
証
監
会
が
「
密
接
な
関
係
」「
敏
感
期
間
中
の
接
触
」「
取
引
の
異
常
性
」
と
い
っ
た
客
観
的
事
実
を
も
っ
て
「
知
悉
・
利

用
」
の
推
定
を
行
う
場
合
、
行
為
者
は
こ
れ
ら
の
事
実
に
反
す
る
事
情
や
、
内
部
情
報
の
非
利
用
を
示
す
合
理
的
な
説
明
を
求
め
ら

れ
る（

（4
（

。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
説
明
が
「
合
理
的
」
と
評
価
さ
れ
、
ど
の
程
度
の
証
拠
が
あ
れ
ば
推
定
を
覆
せ
る
の
か
、
行
政
処
分

事
例
や
判
例
に
お
い
て
も
明
確
な
判
断
基
準
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
件
の
よ
う
に
通
信
記
録
や
口
座
取
引
記
録
な
ど
の
客
観
的
証
拠
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、「
密
接
な
関

係
」「
敏
感
期
間
中
の
連
絡
・
接
触
」「
取
引
の
異
常
性
」
の
証
明
は
、
監
督
管
理
機
関
に
と
っ
て
容
易
で
あ
る（

（4
（

。
こ
れ
に
対
し
、
行

為
者
が
自
身
は
内
部
情
報
を
知
悉
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
利
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
証
明
方
式
は
表
面
的
に
は
、
裁
判
所
が
双
方
当
事
者
の
提
出
し
た
証
拠
の
証
明
力
を
比
較
し
、
証
明
力
が
優
勢
な
一
方
の

証
拠
に
基
づ
い
て
事
実
認
定
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
、
行
為
者
を
よ
り
困
難
な
挙
証
責
任
の
立
場
に
置
い
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
挙
証
責
任
の
配
分
と
推
定
規
則
の
適
用
は
、
無
実
の
正
当
な
市
場
参
加
者
を
「
無
罪
を
自
ら
証
明
す
る
」
と
い
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う
危
険
な
状
況
に
陥
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る（

（4
（

。

　

ま
た
、
反
証
の
範
囲
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
は
裁
判
所
の
判
断
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
審
理
の
恣
意
性
や
予
測
困
難
性
を
招
く
お
そ

れ
が
あ
る
。
処
分
対
象
者
の
防
御
権
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
推
定
に
対
す
る
反
証
の
要
件
や
証
明
基
準
に
つ
い
て
、
具
体
的
か
つ

統
一
的
な
指
針
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る（

（4
（

。

五
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
中
国
に
お
け
る
情
報
受
領
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
、
証
監
会
に
よ
る
行
政
処
分
が
司

法
審
査
に
よ
っ
て
初
め
て
取
消
さ
れ
た
事
例
を
素
材
と
し
、
推
定
規
則
の
運
用
実
態
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
現
行
制
度
の
構
造
的
課

題
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
推
定
規
則
の
運
用
に
お
い
て
は
、
法
的
根
拠
の
不
明
確
さ
、
適
用
対
象
の
過
度
な
拡
張
、
基
礎
事
実
の
認
定

の
不
備
、
証
明
基
準
の
曖
昧
さ
、
反
論
要
件
の
不
明
確
性
と
い
っ
た
複
数
の
制
度
的
問
題
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
信
頼
性
と
正
当
性
を
根
本
か
ら
問
い
直
す
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
制
度
設
計
に
お
い
て
優
先
的
に
対
応
す
べ

き
課
題
で
あ
る
。

　

本
判
決
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
実
効
性
と
法
的
安
定
性
と
の
均
衡
を
再
考
す
る
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
点

に
お
い
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
第
一
に
、
推
定
規
則
の
適
用
に
際
し
て
は
、
基
礎
事
実
の
厳
格
な
認
定
と
証
明
基
準
の
明

確
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。
第
二
に
、
行
政
機
関
が
法
定
の
調
査
義
務
を
十
分
に
履
行
す
る
こ
と
は
、
処
分
の
正
当
性
を
担
保
す
る
た

め
の
前
提
条
件
で
あ
る
。
第
三
に
、
処
分
対
象
者
の
挙
証
責
任
を
過
度
に
拡
張
す
る
こ
と
は
、
法
的
公
平
性
を
損
な
い
、
無
実
の
市

場
参
加
者
に
不
当
な
負
担
を
課
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
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以
上
の
示
唆
を
踏
ま
え
、
今
後
の
中
国
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
運
用
に
お
い
て
は
、
推
定
規
則
に
関
す
る
明
確
な

立
法
的
根
拠
の
整
備
、
証
明
基
準
の
定
義
と
運
用
指
針
の
統
一
、
そ
し
て
情
報
受
領
者
に
対
す
る
規
制
の
範
囲
お
よ
び
挙
証
責
任
構

造
の
再
検
討
と
い
っ
た
課
題
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
的
対
応
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
り
、
規
制
の
実
効
性
と
法

的
安
定
性
の
両
立
が
可
能
と
な
り
、
証
券
市
場
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
制
度
設
計
の
確
立
が
期
待
さ
れ
る
。

（
1
）　

全
文
は
最
高
人
民
法
院
公
告
サ
イ
ト
（http://gongbao.court.gov.cn/D

etails/f20b0455d58e0877deeb4f3fe2ccd6.htm
l

）

を
参
照
。

（
2
）　

当
該
条
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
第
二
条　
以
下
の
行
為
に
該
当
す
る
者
は
、
刑
法
第
一
八
〇
条
第
一
項
に
定
め
る
『
不
法
に
証
券
、
先
物
取
引
の
内
部
情
報
を
取
得
し

た
者
』
と
認
定
さ
れ
る
。

（
一
）
盗
取
、
詐
取
、
聞
き
出
し
、
盗
聴
、
利
益
誘
惑
、
探
知
、
ま
た
は
私
的
な
取
引
な
ど
の
手
段
を
利
用
し
て
内
部
情
報
を
取
得
し

た
者
。

（
二
）
内
部
情
報
を
知
る
者
の
近
親
者
ま
た
は
そ
の
他
の
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
が
、
内
部
情
報
の
敏
感
期
間
中
に
、
当
該
内
部
情
報

と
関
連
す
る
証
券
ま
た
は
先
物
取
引
を
自
ら
行
う
、
ま
た
は
他
人
に
明
示
的
・
暗
示
的
に
行
う
よ
う
指
示
す
る
、
あ
る
い
は
内
部
情

報
を
漏
洩
し
他
人
に
取
引
を
行
わ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
関
連
す
る
取
引
行
為
が
明
ら
か
に
異
常
で
あ
り
、
か
つ
正
当
な
理
由
ま
た

は
正
当
な
情
報
源
が
な
い
者
。

（
三
）
内
部
情
報
の
敏
感
期
間
中
に
、
内
部
情
報
を
知
る
者
と
連
絡
・
接
触
し
、
当
該
内
部
情
報
と
関
連
す
る
証
券
ま
た
は
先
物
取
引

を
自
ら
行
う
、
ま
た
は
他
人
に
明
示
的
・
暗
示
的
に
行
う
よ
う
指
示
す
る
、
あ
る
い
は
内
部
情
報
を
漏
洩
し
他
人
に
取
引
を
行
わ
せ

た
場
合
に
お
い
て
、
関
連
す
る
取
引
行
為
が
明
ら
か
に
異
常
で
あ
り
、
か
つ
正
当
な
理
由
ま
た
は
正
当
な
情
報
源
が
な
い
者
。」

（
3
）　

本
解
釈
に
い
う
「
内
部
情
報
の
敏
感
期
間
」
と
は
、
内
部
情
報
の
形
成
か
ら
公
開
ま
で
の
期
間
を
い
う
（
司
法
解
釈
五
条
一
項
）。

（
4
）　

李
激
漢
「
証
券
内
幕
交
易
規
制
範
囲
確
定
的
内
在
邏
輯
」
北
方
法
学
二
〇
二
二
年
四
号
一
〇
三
頁
。

（
5
）　

陳
岱
松
＝
徐
嘉
豪
「
多
層
次
伝
達
型
内
幕
交
易
責
任
認
定
的
実
証
考
察
与
理
論
反
思
」
中
国
証
券
期
貨
二
〇
二
三
年
四
号
八
八
頁
、
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趙
吟
「
泄
露
型
内
幕
交
易
共
同
違
法
的
認
定
標
準
与
処
断
規
則
」
証
券
市
場
導
報
二
〇
二
四
年
一
〇
月
号
一
五
頁
。

（
6
）　

彭
志
＝
肖
土
盛
＝
趙
園
「
中
国
資
本
市
場
二
〇
年
内
幕
交
易
行
為
案
例
総
述
」
財
経
研
究
四
三
巻
一
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
〇
〇

頁
。

（
7
）　

郭
聡
聡
「
証
券
犯
罪
九
成
涉
内
幕
交
易　

専
家
呼
吁
完
善
関
連
犯
罪
認
定
標
準
」
二
一
世
紀
経
済
報
道
二
〇
二
五
年
四
月
三
日
八
面
。

（
8
）　

李
夢
夢
「
伝
達
型
内
幕
取
引
犯
罪
主
体
的
法
律
規
制
」
法
制
与
社
会
二
〇
二
一
年
四
号
四
一
頁
。

（
9
）　

高
振
翔
「
伝
達
型
内
幕
交
易
中
推
定
規
則
的
理
解
与
適
用
―
従
蘇
嘉
鴻
案
談
起
」
証
券
法
苑
二
七
巻
（
二
〇
一
九
年
）
二
三
二
頁
、

二
三
六
頁
。

（
10
）　

紀
要
お
よ
び
そ
の
解
釈
の
全
文
は
証
券
時
報
電
子
版
（https://epaper.stcn.com

/paper/zqsb/page/1/2011-09-30/
A
00 8/69401317321766721.pdf

）
を
参
照
。

（
11
）　

情
報
受
領
者
に
関
し
て
は
、
紀
要
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
内
部
情
報
知
情
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
、
ま
た
は
内
部
情
報
の
公

表
前
に
内
部
情
報
知
情
者
も
し
く
は
不
法
に
内
部
情
報
を
取
得
し
た
者
と
連
絡
・
接
触
し
た
者
は
、
内
部
情
報
知
悉
者
と
し
て
認
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）　

北
京
市
第
一
中
級
人
民
法
院
〔
二
〇
一
七
〕
京
〇
一
行
初
五
七
〇
号
行
政
判
決
書
。

（
13
）　

北
京
市
高
級
人
民
法
院
〔
二
〇
一
八
〕
京
行
終
四
四
五
号
行
政
判
決
書
。

（
14
）　

徐
蕾
「
蘇
嘉
鴻
内
幕
交
易
威
華
股
份
案
評
析
：
兼
議
内
幕
交
易
認
定
中
的
証
明
標
準
」
金
融
法
苑
二
〇
二
〇
年
三
号
八
二
頁
～
八
三

頁
。

（
15
）　

徐
・
前
掲
注（
14
）八
五
頁
、
高
・
前
掲
注（
9
）二
三
九
頁
。

（
16
）　

毛
玲
玲
「
内
幕
交
易
犯
罪
案
件
中
的
行
政
認
定
問
題
」
上
海
政
法
学
院
学
報
二
〇
一
九
年
一
号
九
五
頁
。

（
17
）　

高
・
前
掲
注（
9
）二
四
三
頁
、
赵
林
静
「
我
国
内
幕
交
易
『
高
度
吻
合
』
行
政
執
法
認
定
研
究
」
北
方
金
融
二
〇
二
一
年
七
号
五
三

頁
。

（
18
）　

徐
・
前
掲
注（
14
）八
六
頁
。

（
19
）　

高
・
前
掲
注（
9
）二
三
九
頁
～
二
四
〇
頁
、
郭
・
前
掲
注（
7
）八
面
。

（
20
）　

陳
潔
「
内
幕
交
易
事
実
認
定
中
自
由
裁
量
権
的
適
用
及
其
規
制
」
清
華
法
学
二
〇
一
八
年
六
号
一
二
頁
。
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（
21
）　

粟
津
光
世
「
中
国
に
お
け
る
『
司
法
解
釈
』
と
『
案
例
指
導
制
度
』
の
展
開
―
司
法
解
釈
の
判
例
化
か
、
判
例
の
司
法
解
釈
化
か
」

産
大
法
学
四
〇
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
七
頁
。

（
22
）　

粟
津
・
前
掲
注（
21
）一
三
七
頁
。

（
23
）　

陳
・
前
掲
注（
20
）一
三
頁
。

（
24
）　

拙
稿
「
中
国
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
対
象
者
の
範
囲
―
日
本
法
と
の
比
較
を
通
じ
て
」
法
学
研
究
九
六
巻
一
号
（
二

〇
二
三
年
）
三
〇
七
頁
～
三
〇
八
頁
。

（
25
）　

趙
・
前
掲
注（
5
）二
二
頁
。

（
26
）　

拙
稿
・
前
掲
注（
24
）三
〇
九
頁
。

（
27
）　

曾
洋
「
知
悉
内
幕
信
息
的
証
明
」
証
券
市
場
導
報
二
〇
一
四
年
一
一
月
号
七
四
頁
。

（
28
）　

毛
・
前
掲
注（
16
）九
五
頁
、
曾
・
前
掲
注（
27
）七
五
頁
。

（
29
）　

毛
・
前
掲
注（
16
）九
五
頁
。

（
30
）　

陳
・
前
掲
注（
20
）一
二
頁
。

（
31
）　

高
・
前
掲
注（
9
）二
四
九
頁
。

（
32
）　

呉
振
宇
「
推
定
方
式
認
定
内
幕
交
易
的
是
与
非
―
『
蘇
嘉
鴻
案
内
幕
交
易
案
』
的
法
律
分
析
」
公
司
法
律
評
論　
二
〇
一
九
年
巻
四

二
一
頁
。

（
33
）　

陳
・
前
掲
注（
20
）一
五
頁
。

（
34
）　

赵
・
前
掲
注（
17
）五
九
頁
。

（
35
）　

徐
庭
祥
「
論
行
政
機
関
的
全
面
調
査
義
務
及
其
司
法
審
査
―
以
蘇
嘉
鴻
訴
中
国
証
監
会
行
政
処
罰
和
行
政
復
議
決
定
案
為
例
」
公
法

研
究
二
〇
二
〇
年
一
号
一
四
七
頁
。

（
36
）　

呉
・
前
掲
注（
32
）四
二
一
頁
。

（
37
）　

高
・
前
掲
注（
9
）二
四
九
頁
。

（
38
）　

徐
・
前
掲
注（
14
）九
二
頁
、
赵
・
前
掲
注（
17
）五
九
頁
。

（
39
）　

冯
俊
伟
「
行
政
訴
訟
中
事
実
推
定
的
適
用
」
行
政
法
学
研
究
二
〇
一
〇
年
一
号
一
一
九
頁
。
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（
40
）　

呉
・
前
掲
注（
32
）四
二
二
頁
。

（
41
）　

陳
・
前
掲
注（
20
）一
六
頁
、
黄
輝
「
我
国
証
券
内
幕
交
易
的
執
法
強
度
及
其
影
響
因
素
―
実
証
研
究
与
完
善
建
議
」
法
学
評
論
二
〇

二
三
年
六
号
一
七
九
頁
～
一
八
〇
頁
。

（
42
）　

徐
・
前
掲
注（
14
）八
九
頁
～
九
〇
頁
、
高
・
前
掲
注（
9
）二
四
二
頁
、
黄
・
前
掲
注（
41
）一
七
九
頁
～
一
八
〇
頁
。

（
43
）　

龍
宗
智
「
推
定
的
界
限
及
適
用
」
法
学
研
究
二
〇
〇
八
年
一
号
一
〇
六
頁
。

（
44
）　

繆
勁
翔
「
証
券
内
幕
交
易
罪
的
認
定
」
比
較
法
研
究
二
〇
一
三
年
四
号
九
二
頁
。

（
45
）　

曾
・
前
掲
注（
27
）七
五
頁
。

（
46
）　

呉
・
前
掲
注（
32
）四
二
三
頁
。

（
47
）　

黄
・
前
掲
注（
41
）一
八
〇
頁
。


